
第22章 その他の課題 

 

第１節 新たな課題に関する国際的な動き 

 

Ⅰ サイバーセキュリティ 

 

１．Ｇ７ 

 

Ｇ７は、金融機関に対するサイバー攻撃の脅威が増し、金融システムの安定にも

影響を与えかねないことを踏まえ、米国、英国を共同議長として2015年６月にＧ７

サイバーエキスパートグループを設置した。 

エキスパートグループでは、金融セクターにおけるサイバーセキュリティの現状

分析や、Ｇ７各国間の連携を模索することを目的として活動を行っており、2016年

10月、金融機関がサイバーセキュリティ対策を講ずる上で、重要と考えられる「基

礎的な要素」を公表。2017年10月には、「基礎的な要素」に示されたプラクティス

の適切な実施・評価を行うという点に焦点をあてた「金融セクターのサイバーセキ

ュリティの効果的な評価に関する基礎的要素」を公表。2018年10月には、「脅威ベ

ースのペネトレーションテストに関するＧ７の基礎的要素」、「金融セクターにおけ

るサードパーティのサイバーリスクマネジメントに関するＧ７の基礎的要素」を公

表した。また、2019年６月には、サイバー合同演習を実施した。 

現在、エキスパートグループでは、他の分野（エネルギー・通信）との協調、セ

キュリティの脆弱性などについての議論が行われている。 

 

２．Ｇ20 

 

ドイツ議長下の 2017 年３月Ｇ20 財務大臣・中央銀行総裁会合の共同宣言をうけ

て、ＦＳＢは、サイバーセキュリティ関連の規制・監督上の取組みの公表情報を収

集し、ストックテイク報告書としてとりまとめ、2017年10月にＧ20に提出、公表。 

アルゼンチン議長下では、ＦＳＢが、当局間の情報共有等を目的に、サイバー用

語集をとりまとめ、2018年11月にＧ20に提出、公表。 

日本議長下では、ＦＳＢが、金融機関のサイバーインシデントに対するレスポン

ス及びリカバリーについて、２年間の作業を開始。2019年６月に進捗報告書をＧ20

に提出、公表。 

 

３．ＩＯＳＣＯ 

 

各委員会の横断的な検討の結果として、2016年４月に「証券市場におけるサイバ

ーセキュリティ」と題する報告書を公表した。本レポートにおいて、①サイバーセ

キュリティ及びフィンテックの注視、②情報共有プラットフォームの開発及び保守、

③年次円卓会合開催及び④机上訓練の主導をマンデートとする、組織の設置が提言
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された。かかる提言を踏まえ、2017 年 10 月のＩＯＳＣＯ代表理事会において、新

たにサイバーリスクに係る検討を行うタスクフォースの設置が決議された。 

 

４．ＣＰＭＩ-ＩＯＳＣＯ 

 

2014年、ＣＰＭＩとＩＯＳＣＯは、清算機関等の金融市場インフラ（ＦＭＩ）に

対するサイバー強靭性のガイダンスを策定することを主なマンデートとするサイバ

ーセキュリティに関する作業部会（ＷＧＣＲ）を設置し、2016年６月に「金融市場

インフラのためのサイバー攻撃耐性に係るガイダンス（サイバーガイダンス）」を公

表した。本ガイダンスは、サイバーリスク以外の他のオペレーショナル・リスク等

を含むＦＭＩ原則を補完するものとされており、ガバナンス、リスクの特定、サイ

バー攻撃の防御、対応及び復旧といった主要なリスク管理項目等を示している。現

在、ＷＧＣＲは、本ガイダンスの普及とＦＭＩにおけるサイバーセキュリティ強化

に向けたモニタリング等の取組みを行っている。 

 

Ⅱ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

 

経済・金融システムの持続可能性を確保するためには、国内外の様々な社会的課題の

解決を通じて金融・資本市場がリターンを確保し、企業が中長期的な価値を向上させるこ

とが重要である。我が国政府はＳＤＧｓ推進本部を設置し、官民連携でＳＤＧｓを推進して

きた。ＳＤＧｓは、企業・経済の持続的成長と安定的な資産形成等による国民の厚生の増

大を目指すという金融行政の目的にも合致している。 

2017年末、金融とＳＤＧｓとの関係や、ＳＤＧｓ推進に向けて金融庁が果たすべき役割

を検討するため、庁内に部局横断的な「ＳＤＧｓ取組戦略ＰＴ」を設置した。2018年初

めより、有識者やＳＤＧｓ/ＥＳＧに積極的な取組みを行う事業会社・金融機関等にヒア

リングを実施した。ＳＤＧｓは、本来的には企業・投資家・金融機関といった各経済主

体が自主的に取り組むべきものであるが、何らかの要因でそうした動きが妨げられて

外部不経済が発生している場合には、経済全体としての最適な均衡の実現に向け、当

局として対応を促すことも必要である。金融庁としては、ＳＤＧｓを推進する上で、中

長期的な投融資リターンや企業価値の向上につながる形で実現されるよう各経済主

体の自主的な対応を引き出すことを基本的な方向性としている。ＰＴでは、こうした

考え方や、金融庁がこれまで取り組んできた施策をＳＤＧｓという新たな視点から整理

し、政府のＳＤＧｓ推進本部幹事会や、金融庁がオブザーバーとして参画している環境

省ＥＳＧ金融懇談会、そのフォローアップ会議体であるＥＳＧ金融ハイレベル・パネ

ルの場で説明・公表し、関係省庁と連携しながら、ＳＤＧｓ推進に向けた議論を深めて

いる。 

また、ＳＤＧｓ推進の一環として、ＴＣＦＤによる提言の普及・浸透に向け、我が国

企業の取組みを促しており、2019年２月には、日本取引所グループとの共催によるＴ

ＣＦＤシンポジウムを開催した。同年５月には、企業と投資家が一堂に会し、望まし

い開示のあり方等について議論する民間主体のＴＣＦＤコンソーシアムが発足し、経
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済産業省及び環境省と共にサポートしている。 

 

さらに、国内外におけるサステナブル・ファイナンスへの関心の高まりを受け、2019

年３月には、チーフ・サステナブル・ファイナンス・オフィサーを任命し、国際会合

等の場において、我が国の取組みや意見を積極的に発信している。また、ＩＳＯ（国

際標準化機構）で、サステナブル・ファイナンスに関する国際標準規格の策定に向け

た専門委員会（ＴＣ322）が設置されたことに伴い、我が国でも、2019年４ 月に、対

応方針を検討するためのＴＣ322 国内委員会（事務局：日本規格協会）が設置され、

当庁も参画している。その他、2018年以降、引き続き、サステナブル・ファイナンス

にかかる金融監督当局や中央銀行間の国際的なネットワークであるＳＩＦ

（Sustainable Insurance Forum）やＮＧＦＳ（Network for Greening the Financial 

System）に参画している。 

 

このほか、海外における取組みや国際的な議論の動向を踏まえながら、気候関連リ

スクについて、金融監督やモニタリングの枠組みとの関係も含め、どのように取組み、

対応していくかを検討していくため、庁内に「サステナブル・ファイナンスに関する

金融監督・モニタリング対応検討プロジェクトチーム」を設置し、海外金融機関にお

ける先進的な取組み等について実態把握を進めた。 

  

Ⅲ 誰もが金融サービスを当たり前に利用できる状況（金融包摂） 

 

2009年のＧ20ピッツバーグ・サミットにおいて、途上国における金融アクセス支援

を目的とした、Ｇ20金融包摂専門家グループの創設が決定。貧困層への金融アクセス

支援と、中小企業のための官民連携による新たな資金支援スキームの検討を行うこと

が表明された。その後、Ｇ20金融包摂専門家グループの活動を引き継ぐ形で、2010年

のソウル・サミットにおいて金融包摂のためのグローバル・パートナーシップ（ＧＰ

ＦＩ: Global Partnership for Financial Inclusion）が発足。2014年には金融包摂

のための行動計画（ＦＩＡＰ: Financial Inclusion Action Plan）が策定（以後、３

年毎に改訂）され、2017年に改訂された。2018年12月、日本はＧＰＦＩの議長に就

任し、高齢化先進国として、「高齢化と金融包摂」をテーマに設定、積極的に議論を主

導。同テーマの下、ＧＰＦＩはＯＥＣＤと共同で、国際社会が直面する高齢化の課題

と対応について、「高齢化と金融包摂のためのＧ20 福岡ポリシー・プライオリティ」

を策定した。同報告書は2019年６月に開催されたＧ20サミットにおいて承認された。

また、同月には、同報告書を基に「Ｇ20高齢化と金融包摂ハイレベルシンポジウム（Ｇ

ＰＦＩフォーラム）を東京で主催。国内外の有識者を招き、活発な意見交換を行った。 

 

 

高齢化と金融包摂のための 

Ｇ20福岡ポリシー・プライオリティ 

（原題：Ｇ20 Fukuoka Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion） 
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第２節 米国トランプ政権の金融規制改革 

 

米財務省は、既存の金融規制の検証を指示した大統領令を踏まえ、金融規制の見直し

に関する報告書（「経済的な機会を創る金融システム」）を４つ公表（銀行関連、資本市

場関連、資産運用・保険関連、ノンバンク金融機関･フィンテック）。2018年７月、同報

告書（銀行関連）に基づき、米５当局（米国通貨監督庁（ＯＣＣ）、連邦準備銀行（ＦＲ

Ｂ）、連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）、米国証券取引委員会（ＳＥＣ）、商品先物取引委員

会（ＣＦＴＣ））が「ボルカールール」の一部を緩和する改正案について意見公募を実施

したことを受け、当庁は日本銀行と連名で域外適用の撤廃、更なる規制の緩和・明確化

等を要望するレターを同年10月に発出した。 

 

第３節 英国のＥＵ離脱（Ｂｒｅｘｉｔ） 

 

英国・ＥＵ間の離脱交渉は、依然として先行きが不透明な状況が続いている。日本政

府は、「英国のＥＵ離脱に関する政府タスクフォース」を開催し、各業界の状況、取組み

等を踏まえ、必要な対応の検討を行っている。当庁は、それらの検討も踏まえつつ、日

本の金融機関が円滑に対応できるよう、各種会合や面会の機会を捉えて英国・欧州当局

に働きかけを行った。 
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